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会 議 の 議 題 

 

第１号議案 大分都市計画公園の変更（大分市決定） 

第２号議案 大分都市計画道路の変更（大分市決定） 

第３号議案 大分都市計画用途地域の変更（大分市決定） 

第４号議案 大分都市計画地区計画の変更（大分市決定） 
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○第１号議案 ：承認 

 大分県が策定した「都市施設の整備・見直し方針」に基づき都市計画公園の

評価検討を行った結果、羽田東児童公園、天然塚公園、大分総合運動公園は、

現在整備済みの公園区域において利用上支障がなく、未整備区域の整備を行う

場合には支障となる物件もあることから、現在整備済みの区域以上の公園整備

については必要性・優先性が低いと考えられるため本案の通り区域の変更を行

う。 

 岡公園は、大分県が策定した「都市施設の整備・見直し方針」に基づき評価

検討を行った結果、必要性・優先性の評価は低く、かつ、社会情勢からも事業

実現性が低いと考えられることから本案の通り廃止するものである。 

 

○第２号議案 ：承認 

 東大道南春日町線、王子町椎迫線は、昭和36年12月に都市の工業化及び産業

輸送の増加等を考慮した、市域の全体的な道路の見直しに伴い都市計画決定さ

れ、その後、市域の交通網を形成する主要幹線として整備されている。 

 今回、交通量の増加や隣接する都市計画公園 大分総合運動公園の利用者の増

加等を考慮して、東大道南春日町線、王子町椎迫線の交差点形状の見直しによ

り、本案のとおり一部区域の変更等を行うものである。 

 

○第３号議案 ：承認 

令和３年度末で横尾土地区画整理事業が完了し、道路などの公共施設の整備

とあわせた良好な住居環境を持つ住宅地の造成等、計画的な市街地整備が行わ

れた。 

 しかしながら、当該地区内においては生活利便施設の立地が少ない状況とな

っている。将来にわたり住みよい環境を維持していくために、生活利便施設の

立地を促進するため用途地域の見直し行うものである。 

 大分都市計画道路 東大道南春日町線、王子町椎迫線は市域の交通網を形成す

る主要幹線道路として位置づけられており、道路沿道において、利便を活かし

た土地利用を図るため、新春日町一丁目地区においては第一種住居地域の指定

を行っている。 
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 今回、都市計画道路 東大道南春日町線、王子町椎迫線の交差点形状の見直し

に伴う道路の一部区域の変更に併せて、本案のとおり変更を行うものである。 

 

○第４号議案 ：承認 

戸次地区 地区計画は、沿道サービス施設の立地等都市的土地利用を進めるた

め、平成５年４月都市計画決定を行い、平成２０年１月に隣接する国道１０号

拡幅に伴う変更を行っており、現在まで地区計画の目標に沿った土地利用が行

われてきたところである。 

 この度、本地区内の道路整備事業の計画が変更となったことから、地区計画

変更を行うものである。 
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